
社会福祉士相談援助業務について
相談援助業務一覧

社会福祉士における相談援助業務の実務経験とは、厚生労働省が指定する施設・事業

所において福祉に関する相談援助の業務に従事した経験を指します。

実務経験は指定の「施設種類」、「職種」に当てはまる内容であることが必要であり、

該当しない内容は実務経験として申請することはできません。

※「相談援助業務に該当になるかどうか」「指定施設・職種に該当になるかどうか」については、実務を証明される証明権限を

お持ちの方にご確認ください。

※実務経験証明書の書式については、「2024 年 5 月 11 日入学生用募集要項」の 23 ページ、もしくは本校ホームページか

らダウンロードしてください。

2024 年 5 月入学生対応



１．児童分野
職種名 職種コード施設種類

児童相談所

根拠法

社００１児童福祉司

社００２受付相談員

社００３相談員

社００４電話相談員

社００５児童心理司・心理判定員

社００６児童指導員

社００７保育士

社００８母子支援員・母子指導員

児
童
福
祉
法

社００９少年指導員（少年を指導する職員）

社０１０個別対応職員

社０１１児童指導員

社０１２保育士

社０１３個別対応職員

社０１４家庭支援専門相談員

社０１５職業指導員

社０１６里親支援専門相談員

社０１７児童指導員（注意２）

社０１８保育士（注意３）

社０１９心理指導担当職員

社０２１児童指導員（注意２）

社０２２保育士（注意３）

社０２０児童発達支援管理責任者

社０２３児童指導員（注意２）

社０２４保育士（注意３）

母子生活支援施設

児童養護施設

障害児入所施設
・児童発達支援センター
（障害児通所支援事業）

知的障害児施設
・知的障害児施設
・自閉症児施設（第一種、第二種）

知的障害児通園施設

（注意2）「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家
試験を受験することはできません。
（注意3）「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受
験することはできません。



１．児童分野
職種名 職種コード施設種類

盲ろうあ児施設
・盲児施設
・ろうあ児施設
・難聴幼児通園施設

肢体不自由児施設
・肢体不自由児施設
・肢体不自由児通園施設
・肢体不自由児療護施設

根拠法

社０２５児童指導員（注意２）

社０２６保育士（注意３）

社０２７児童指導員（注意２）

社０２８保育士（注意３）

社０２９児童指導員

社０３０保育士

社０３１個別対応職員

社０３２家庭支援専門相談員

児
童
福
祉
法

社０３３児童指導員（注意２）

社０３４保育士（注意３）

社０３５心理指導員（心理指導を担当する職員）

社０３６児童自立支援専門員

社０３７児童生活支援員

社０３８個別対応職員

社０３９家庭支援専門相談員

社０４０職業指導員

社０４１相談員
（児童・母子家庭等に対し福祉に関する相談・助言を行なう職員）

社０４２相談支援専門員

社０４４保育士

社０４５個別対応職員

社０４３児童指導員

社０４６家庭支援専門相談員

社０４７里親支援専門相談員

社０４８相談援助業務を行なっている指導員

重症心身障害児施設

児童心理治療施設
（旧：情緒障害児短期治療施設）

児童自立支援施設

児童家庭支援センター

障害児相談支援事業

乳児院

児童自立生活援助事業を行なっている施設

社０４９相談援助業務を行なっている職員地域子育て支援拠点事業を行なっている施設

指定発達支援医療機関
・肢体不自由児施設支援
・重症心身障害児施設支援
（国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構
　が設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの）

社０５０小児慢性特定疾病児童等自立支援員

社０５１児童指導員（注意２）

社０５２保育士（注意３）

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行なっている事業所

（注意2）「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家
試験を受験することはできません。
（注意3）「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受
験することはできません。



職種名 職種コード施設種類

障害児通所支援事業
（児童発達支援センターを除く）

根拠法

社０５３指導員（注意１）

社０５４児童指導員（注意２）

社０５５保育士（注意３）

社０５６児童発達支援管理責任者

社０５７障害福祉サービス経験者（注意４）

社０５８機能訓練担当職員（心理指導担当職員に限る）

社０５９児童指導員（注意２）

社０６０保育士（注意３）

児
童
福
祉
法

社０６１児童発達支援管理責任者

社０６２機能訓練担当職員（心理指導担当職員に限る）

社０６３指導員（注意１）

社０６４児童指導員（注意２）

社０６５保育士（注意３）

社０６６児童発達支援管理責任者

社０６７障害福祉サービス経験者（注意４）

社０６８機能訓練担当職員（心理指導担当職員に限る）

社０６９
訪問支援員（注意１）
（保育士、児童指導員、心理指導担当職員に限る）

社０７０児童発達支援管理責任者

社０７１
訪問支援員（注意１）
（保育士、児童指導員、心理指導担当職員に限る）

社０７２児童発達支援管理責任者

児童発達支援事業を行なう施設

医療型児童発達支援事業を
行なう施設

放課後等デイサービス事業を
行なう施設

居宅訪問型児童発達支援事業を
行なう施設

保育所等訪問支援事業を
行なう施設

１．児童分野

（注意1）「指導員・訪問支援員」のうち、「介護等の業務を行なう指導員・訪問支援員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会
福祉士国家試験を受験することはできません。
（注意2）「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家
試験を受験することはできません。
（注意3）「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受
験することはできません。
（注意4）「障害福祉サービス経験者」のうち、「介護等の業務を行なう障害福祉サービス経験者」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもっ
て社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）なお、「障害福祉サービス経験者」とは、児童福祉法に基づく指
定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号）第66条第1項第1号に定める障害福祉サービス経験者（高等学
校の卒業者等であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者）をいい、「障害福祉サービス」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいいます。



１．児童分野
職種名 職種コード施設種類根拠法

そ
の
他

社０７９保育士（注意３）

社０８０スクールソーシャルワーカー

社０７８児童指導員（注意２）

社０８３医療的ケア児等コーディネーター

社０８１相談援助業務を行なっている職員

社０７３相談援助業務を行なっている職員利用者支援事業を行なっている施設

社０７４相談援助業務を行なっている職員（相談員）児童デイサービス事業（障害児通園事業）

社０７６相談援助業務を行なっている職員心身障害児総合通園センター

重症心身障害児（者）通園事業を行なっている施設

スクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関

子ども家庭総合支援拠点

社０８２相談援助業務を行なっている職員子育て世代包括支援センター

「医療的ケア児等とその家族への支援」を
行なっている事業所

社０７７相談援助業務を行なっている職員

子育て短期支援事業
（短期入所生活援助事業、夜間養護等事業）
・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、及び
　保育所等において実施する事業

社０７５相談援助業務を行なっている職員地域生活支援事業
・障害児等療育支援事業を行なっている施設

（注意2）「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家
試験を受験することはできません。
（注意3）「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受
験することはできません。



職種名 職種コード施設種類

介護保険施設

根拠法

社１００生活相談員

社１０１
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

社１０４
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

社１０５
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

社１０６
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

社１０２支援相談員

社１０３相談指導員

介
護
保
険
法

社１０７
包括的支援事業に係る業務を行なう職員（注意５）
（保健師、主任介護支援専門員等）

社１０８生活相談員

社１０９計画作成担当者

社１１０生活相談員

社１１１生活指導員

社１１２生活相談員

社１１３生活指導員

社１１４支援相談員
指定通所リハビリテーションを行なう施設
（指定介護予防通所リハビリテーションを行なう施設を含む）
※介護老人保健施設において実施されているものに限る

社１１５支援相談員

社１１６オペレーター

指定短期入所療養介護を行なう施設
（指定介護予防短期入所療養介護を行なう施設を含む）
※介護老人保健施設において実施されているものに限る

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行なう施設

社１１７オペレーションセンター従業者指定夜間対応型訪問介護を行なう施設

指定小規模多機能型居宅介護を行なう施設
（指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行なう施設を含む）

指定介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

指定介護療養型医療施設

地域包括支援センター

指定特定施設入居者生活介護を行なう施設
・指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行なう施設
・指定介護予防特定施設入居者生活介護を行なう施設
を含む

指定通所介護を行なう施設
・基準該当通所介護を行なう施設
・指定地域密着型通所介護を行なう施設
・指定介護予防通所介護を行なう施設
・基準該当介護予防通所介護を行なう施設
・第一号通所事業を行なう施設（注意６）
・指定認知症対応型通所介護を行なう施設
・指定介護予防認知症対応型通所介護を行なう施設
を含む

指定短期入所生活介護を行なう施設
・基準該当短期入所生活介護を行なう施設
・指定介護予防短期入所生活介護を行なう施設
・基準該当介護予防短期入所生活介護を行なう施設
を含む

２．高齢者分野

社１１８
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

指定認知症対応型共同生活介護を行なう施設
（指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行なう施設を含む） 社１１９

介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

指定複合型サービスを行なう施設 社１２０
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

（注意5）「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。
（注意6）「第一号通所事業」のうち、事業者指定を受けていないもの等は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。



２．高齢者分野
職種名 職種コード施設種類根拠法

介
護
保
険
法

老
人
福
祉
法

そ
の
他

社１２１生活相談員

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を
行なう施設

養護老人ホーム

居宅介護支援事業を行なっている事業所

社１２２
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

社１２３
介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

介護予防支援事業を行なっている事業所 社１２４担当職員

第一号介護予防支援事業を行なっている事業所 社１２５担当職員

社１２６生活相談員

社１２７生活指導員

特別養護老人ホーム
（地域密着型特別養護老人ホームを含む）

軽費老人ホーム
・都市型軽費老人ホーム
・軽費老人ホーム（A型、B型）
・ケアハウス
を含む

社１２８生活相談員

社１２９生活指導員

社１３０生活相談員

社１３１生活指導員

老人福祉センター
（特A型、A型、B型）

老人短期入所施設

社１３２相談・指導を行なう職員

社１３３生活相談員

社１３４生活指導員

老人デイサービスセンター

老人介護支援センター
（在宅介護支援センター）

社１３５生活相談員

社１３６生活指導員

社１３７相談援助業務を行なっている職員

有料老人ホーム 社１３８生活相談員

高齢者総合相談センター 社１３９相談援助業務を行なっている相談員

生活支援ハウス
（高齢者生活福祉センター） 社１４０生活援助員

サービス付き高齢者向け住宅 社１４２相談援助業務を行なっている職員

高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
・高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）
・多くの高齢者が居住する集合住宅
等において実施する事業

社１４１相談援助業務を行なっている生活援助員



職種名 職種コード施設種類

身体障害者福祉センター
・身体障害者福祉センター（A型、B型）
・在宅障害者デイサービス施設
（身体障害者デイサービスセンター）
・障害者更生センター

点字図書館

精神保健福祉センター

知的障害者更生相談所

障害者支援施設

地域活動支援センター

身体障害者更生相談所

根拠法

社２００身体障害者福祉司

社２０１心理判定員

社２０４身体障害者に関する相談に応ずる職員

社２０５相談援助業務を行なっている職員

社２０６精神保健福祉相談員
（精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員）

社２０７精神保健福祉士
（精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員）

社２０８精神科ソーシャルワーカー
（精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員）

社２０９心理判定員
（精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員）

社２０２職能判定員

社２０３ケース・ワーカー

身
体
障
害
者
福
祉
法

知
的
障
害
者
福
祉
法

障
害
者
総
合
支
援
法

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律

社２１０知的障害者福祉司

社２１１心理判定員

社２１２職能判定員

社２１３ケース・ワーカー

社２１４生活支援員（注意７）

社２１５就労支援員

社２１６サービス管理責任者

社２１７指導員（注意７）

福祉ホーム 社２１８管理人

基幹相談支援センター 社２１９相談援助業務を行なっている職員

一般相談支援事業所 社２２０相談支援専門員

特定相談支援事業所 社２２１相談支援専門員

相談支援事業を行なう施設

地域生活支援事業

社２２２相談支援専門員

社２２３相談援助業務を行なっている職員

社２２４相談援助業務を行なっている職員

社２２５相談援助業務を行なっている職員

３．障がい者分野

身体障害者自立支援事業を
行なっている施設

日中一時支援事業を
行なっている施設

障害者相談支援事業を
行なっている施設

（注意７）「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行なう生活支援員、生活指導員、指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、
その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）



３．障がい者分野
職種名 職種コード施設種類根拠法

障
害
者
総
合
支
援
法

社２２６生活支援員（注意７）

社２２７生活指導員（注意７）

社２２８生活支援員（注意７）

社２２９生活指導員（注意７）
身体障害者
更生援護施設

精神障害者
社会復帰施設

知的障害者
援護施設

身体障害者更生施設
・肢体不自由者更生施設
・視覚障害者更生施設
・聴覚・言語障害者更生施設
・内部障害者更生施設

身体障害者療護施設

社２３０生活支援員（注意７）

社２３１生活指導員（注意７）

身体障害者授産施設
（入所、通所、小規模通所）

社２３２指導員（注意７）身体障害者福祉工場

社２３３精神保健福祉士

精神障害者社会復帰指導員
精神障害者生活訓練施設

社２３４

精神保健福祉士 社２３５

精神障害者社会復帰指導員

精神障害者授産施設
（入所、通所、小規模通所）

社２３６

精神保健福祉士 社２３７

精神障害者社会復帰指導員
精神障害者福祉工場

社２３８

管理人精神障害者福祉ホーム 社２３９

生活支援員（注意７） 社２４０

生活指導員（注意７） 社２４１

生活支援員（注意７） 社２４２

生活指導員（注意７） 社２４３

生活支援員（注意７） 社２４４

社２４５生活指導員（注意７）

知的障害者更生施設
（入所、通所）

知的障害者授産施設
（入所、通所、小規模通所）

知的障害者通勤寮

（注意７）「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行なう生活支援員、生活指導員、指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、
その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）



職種名 職種コード施設種類

障害福祉
サービス事業

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
「のぞみの園」

根拠法

生活支援員（注意７） 社２４６

サービス管理責任者 社２４７

生活支援員（注意７） 社２４８

サービス管理責任者

障
害
者
総
合
支
援
法

の
ぞ
み

の
園
法

発達障害者支援センター

発
達
障
害
者

支
援
法

社２４９

生活支援員（注意７） 社２５０

就労支援員 社２５１

サービス管理責任者 社２５２

生活支援員（注意７） 社２５３

サービス管理責任者 社２５４

就労定着支援員 社２５５

サービス管理責任者

３．障がい者分野

生活介護を行なう施設

自立訓練を行なう施設
（機能訓練、生活訓練）

就労移行支援を行なう施設
（認定就労移行支援を含む）

就労継続支援を行なう施設
（A型、B型）

就労定着支援を行なう施設
社２５６

地域生活支援員 社２５７

サービス管理責任者 社２５８

相談援助業務を行なっている職員 社２５９

相談援助業務を行なっている職員

自立生活援助を行なう施設

療養介護を行なう施設

短期入所を行なう施設
・身体障害者短期入所事業
・知的障害者短期入所事業
を含む

社２６０

相談援助業務を行なっている職員
重度障害者等包括支援を
行なう施設 社２６１

相談援助業務を行なっている職員共同生活介護を行なう施設 社２６２

相談援助業務を行なっている職員 社２６３

相談援助業務を行なっている指導員 社２６４

相談援助業務を行なっているケースワーカー 社２６５

相談支援を担当する職員 社２６６

社２６７就労支援を担当する職員

共同生活援助を行なう施設
・精神障害者グループホーム
・知的障害者グループホーム
を含む

（注意７）「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行なう生活支援員、生活指導員、指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、
その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）



３．障がい者分野
職種名 職種コード施設種類根拠法

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

職
業
安
定
法

そ
の
他

障害者職業カウンセラー 社２６８

障害者職業カウンセラー 社２６９

職場適応援助者 社２７０

障害者の雇用の促進等に関する法律第28条第1号、
第2号及び第7号に規定する業務を行なう職員

広域障害者職業センター

地域障害者職業センター

障害者雇用支援センター

障害者就業・生活支援センター

公共職業安定所

知的障害者福祉工場

聴覚障害者情報提供施設

精神障害者地域移行支援特別対策事業を行なっている施設

精神障害者アウトリーチ推進事業を行なっている施設

社２７１

主任就業支援担当者 社２７２

就業支援担当者 社２７３

主任職場定着支援担当者 社２７４

生活支援担当職員 社２７５

精神障害者雇用トータルサポーター 社２７６

発達障害者雇用トータルサポーター 社２７７

相談援助業務を行なっている指導員 社２７８

相談援助業務を行なっている職員 社２７９

地域体制整備コーディネーター 社２８０

地域移行推進員

精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行なっている施設

社２８１

地域体制整備コーディネーター 社２８２

地域移行推進員 社２８３

社２８４
相談援助業務を行なっている職員

（医師、保健師、看護師、作業療法士
その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く）

アウトリーチ事業、アウトリーチ支援に係る事業を
行なっている施設 社２８５

相談援助業務を行なっている職員
（医師、保健師、看護師、作業療法士
その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く）

第1号職場適応援助者助成金または
訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人 社２８６

第1号職場適応援助者養成研修または
訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員
であって、職場適応援助を行なっている者

訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 社２８７訪問型職場適応援助者養成研修を修了した
職員であって、職場適応援助を行なっている者



職種名 職種コード施設種類

保健所

病院・診療所

根拠法

社３００精神保健福祉相談員
（精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員）

社３０１精神保健福祉士
（精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員）

社３０２精神科ソーシャルワーカー
（精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員）

社３０３心理判定員
（精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員）

地
域
保
健
法

医
療
法

救護施設

更生施設

生
活
保
護
法

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法

売
春
防
止
法

母
子
保
健
法

母
子
及
び

父
子
並
び
に

寡
婦
福
祉
法

社３０４

相談員（医療ソーシャルワーカー等）
次のアからエまでのすべての相談援助業務を
行なっている職員
ア　患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助
イ　患者が抱える心理的・社会的問題の解決、
　　調整に係る相談援助
ウ　患者の社会復帰に係る相談援助
エ　以上の相談援助業務を行なうための地域における
　　保健医療福祉の関係機関、関係職種等との
　　連携等の活動

４．その他の分野

社３０５退院後生活環境相談員

社３０６生活指導員

社３０７生活指導員

授産施設 社３０８指導員（作業指導員、職業指導員を除く）

宿所提供施設 社３０９指導員（作業指導員、職業指導員を除く）

被保護者就労支援事業を行なっている事業所 社３１０就労支援員

日常生活支援住居施設

生活困窮者自立相談支援事業を行なっている
自立相談支援機関

生活困窮者家計改善支援事業を行なっている事業所

婦人相談所

婦人保護施設

社３１１生活支援員

社３１２生活支援提供責任者

社３１３主任相談支援員

社３１４相談支援員

社３１５就労支援員

社３１６家計改善支援員（家計相談支援員を含む）

社３１７相談指導員

社３１８判定員（心理・職能判定員）

社３１９婦人相談員

社３２０入所者を指導する職員

母子健康包括支援センター 社３２１母子保健に関する各種の相談に応ずる職員

産後ケア事業を実施する施設 社３２２相談に応ずる職員

母子・父子福祉センター 社３２３母子及び父子の相談を行なう職員、母子相談員
（母子の相談を行なう職員）



４．その他の分野
職種名 職種コード施設種類根拠法

社
会
福
祉
法

福祉事務所

隣保館

社３２４査察指導員（指導監督を行なう職員）

社３２５身体障害者福祉司（指導監督を行なう職員）

社３２６知的障害者福祉司（指導監督を行なう職員）

社３２７老人福祉指導主事（指導監督を行なう職員）

社３２８現業員・ケースワーカー

社３２９家庭児童福祉主事

社３３０家庭相談員

社３３１面接相談員

社３３２婦人相談員

社３３３母子・父子自立支援員、母子相談員

社３３４
「セーフティネット支援対策等事業の実施について」
自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に
規定する就労支援事業に従事する就労支援員

社３３５生活保護法第55条の7第1項に規定する
被保護者就労支援事業に従事する就労支援員

社３３６相談援助業務を行なっている指導職員

社３３７専門員

社３３８
相談援助業務を行なっている職員
（主として高齢者、障害者、児童、生活困窮者
その他要援護者に対するものに限る。）

社３３９福祉活動専門員

社３４０
相談援助業務を行なっている職員
（主として高齢者、障害者、児童、生活困窮者
その他要援護者に対するものに限る。）

都道府県社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

市（特別区を含む）町村社会福祉協議会



職種名 職種コード施設種類

刑事施設

少年院

少年鑑別所

地方更生保護委員会

根拠法

社３４１刑務官

社３４２法務教官

社３４３法務技官（心理）

社３４４福祉専門官

刑
事
収
容
施
設
法

少
年
院
法

少
年

鑑
別
所
法

更
生
保
護
法

保護観察所

更
生
保
護
事
業
法

裁
判
所
法

労
働
者
災
害

補
償
保
険
法

難
病
の
患
者
に
対
す
る

医
療
等
に
関
す
る
法
律

社３４５法務教官

社３４６法務技官（心理）

社３４７福祉専門官

社３４８法務教官

社３４９法務技官（心理）

４．その他の分野

社３５０保護観察官

社３５１社会復帰調整官

社３５２保護観察官

社３５３社会復帰調整官

更生保護施設

社３５４補導主任

社３５５補導員

社３５６福祉職員

社３５７薬物専門職員

社３５８家庭裁判所調査官

社３５９相談援助業務を行なっている指導員

家庭裁判所

労災特別介護施設

難病相談支援センター 社３６０難病相談支援員

成
年
後
見
制
度
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
法
律

「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」において
設置される中核機関 社３６１相談援助業務を行なっている職員

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の

防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
等
に
関
す
る
法
律

配偶者暴力相談センター 社５００婦人相談員



４．その他の分野
職種名 職種コード施設種類根拠法

そ
の
他

母子家庭等就業・自立支援センター事業、
一般市等就業・自立支援事業を行なっている施設

母子・父子自立支援プログラム策定事業

就業支援専門員配置等事業

地域福祉センター

就労支援事業を行なっている事業所
（自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に
規定する事業）

ひきこもり地域支援センター

地域生活定着支援センター

ホームレス総合相談推進業務を行なっている事業所

被災者に対する相談援助業務を実施する事業所

社３６２相談援助業務を行なっている相談員

社３６３母子・父子自立支援プログラム策定員

社３６４就業支援専門員

社３６５相談援助業務を行なっている職員

社３６６就労支援員

社３６７ひきこもり支援コーディネーター

社３６８その他相談援助業務を行なっている職員

社３６９相談援助業務を行なっている職員

社３７０相談援助業務を行なっている相談員

ホームレス自立支援センター

東日本大震災の被災者に対する相談援助業務を
実施する事業所

社３７１生活相談指導員

社３７２相談援助業務を行なっている職員

社３７３相談援助業務を行なっている職員

自立相談支援機関（自立相談支援モデル事業）
家計相談支援モデル事業を行なっている事業所

社３７４主任相談支援員

社３７５相談支援員

社３７６就労支援員

社３７７家計相談支援員

社３７８支援コーディネーター高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関

社３７９相談援助業務を行なっている職員地域若者サポートステーション

社３８０相談援助業務を行なっている職員子ども・若者総合相談センター



職種名 職種コード施設種類

重度身体障害者更生援護施設

身体障害者福祉ホーム

精神障害者地域生活支援センター

経過的精神障害者地域生活支援センター事業を行なっている施設
（障害者自立支援法地域生活支援事業）
〔平成18年10月～19年3月〕

精神障害者退院促進支援事業を行なっている施設

知的障害者デイサービスセンター

知的障害者福祉ホーム

身体障害者相談支援事業（市町村障害者生活支援事業）
・身体障害者更生施設
・身体障害者療護施設
・身体障害者福祉センター
・身体障害者デイサービスセンター
等において実施する事業

障害児相談支援事業、知的障害者相談支援事業（療育等支援施設事業）
・知的障害児施設
・知的障害児通園施設
・自閉症児施設
・盲ろうあ児施設
・難聴幼児通園施設
・肢体不自由児施設
・肢体不自由児療護施設
・肢体不自由児通園施設
・重症心身障害児施設
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
において実施する事業

障害者デイサービスを行なう施設
（障害者自立支援法障害福祉サービス事業）
・身体障害者デイサービス事業
・知的障害者デイサービス事業
を含む

経過的デイサービス事業を行なっている施設
（障害者自立支援法地域生活支援事業）
〔平成18年10月～19年3月〕

社４００生活支援員

社４０１生活指導員

社４０２管理人

社４０３精神保健福祉士

社４０４精神障害者社会復帰指導員

社４０５相談援助業務を行なっている職員

社４０６相談援助業務を行なっている職員

社４０７指導員

５．廃止分野

社４０８生活指導員

社４０９相談援助業務を行なっている職員

社４１０管理人

社４１１相談援助業務を行なっている職員

社４１２相談援助業務を行なっている職員

社４１３相談援助業務を行なっている職員

「障害者110番」運営事業を行なっている施設

知的障害者生活支援事業
・知的障害者通勤寮
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
・障害者能力開発施設
において実施する事業

社４１４相談援助業務を行なっている相談員

社４１５相談援助業務を行なっている職員

※以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが、過去においてこれらの事業に従事していた期間は、
社会福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。



職種名 職種コード施設種類

高齢者住宅等安心確保事業
・高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）
・高齢者向け優良賃貸住宅
・高齢者円滑入居賃貸住宅（登録住宅）
等において実施する事業

高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業
（高齢者世話付住宅において実施する事業）

家庭支援電話相談（子ども・家庭110番）事業
（中央児童相談所において実施する事業）

ヴィエトナム難民収容施設
（日本赤十字社が設置するもの）

子ども家庭相談事業
・児童センター
・市に設置された児童館
において実施する事業

乳幼児健全育成相談事業
・保育所
・乳児院
において実施する事業

すこやかテレホン事業
（青少年相談センターにおいて実施する事業）

社４１６生活援助員

社４１７電話相談員

社４１８相談援助業務を行なっている指導員

社４１９相談援助業務を行なっている相談員

５．廃止分野

社４２０相談援助業務を行なっている相談員

社４２１相談援助業務を行なっている相談員

知的障害者専門相談（法的助言・相談）事業
（都道府県・指定都市等において実施する事業） 社４２２相談援助業務を行なっている相談員

地域子育て支援センター事業を行なっている施設 社４２３相談援助業務を行なっている職員

※以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが、過去においてこれらの事業に従事していた期間は、
社会福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。


